
黒字部分が印刷された様式を配布いたします。

赤字部分を記入し，提出してください。

黒字に誤りがあった場合，二重線で見え消しのうえ，訂正印を押してください。

診断書と照らし合わせます。症名をご記入ください。

求職活動を開始した月の翌月から３か月以内に就労してください。

就労を開始しましたら，就労証明書を提出してください。

就労証明書の提出がない場合，退所となります。

求職活動中で保育標準時間で利用している方は，保育短時間へ変更のため，

「神栖市教育・保育給付認定変更申請書」も提出してください。


